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ご連絡 

 

 当団体において、貴社が運営されている結婚相手紹介サービスについて検討

し、２０１６年７月２５日付「お問い合わせ（その５）」を送付したところ、貴

社より同年８月２６日に回答 FAX（以下、「貴社文書」といいます。）を受領し

ました。 

貴社文書によりますと、貴社から同年３月２８日付回答 FAXにより受領した

契約書から第１７条第４号、同条５号、第２０条及び第２１条を削除し、また、

プラン統一に伴ってホームページを変更するのは、２０１６年内を予定してい

る、ということでした。 

しかしながら、本日現在、貴社ホームページが何ら変更されておらず、また、

ホームページ改定とプランの統一の具体的な日にち等を質問した、当団体の２

０１６年１０月２８日付「お問い合わせ」に対する回答も、いただいておりま

せん。以上の点に照らせば、上記契約書から上記各条項が削除されていないま

まであると考えざるを得ません。 

そこで、本書面到達の日から１０日以内に、変更後（削除後）の契約書、重

要事項説明書、会員規約をご送付ください。 

本書面到達の日から１０日以内に送付なき場合、変更前の上記契約書を前提

に消費者契約法第４１条第１項に基づく書面をお送りいたしますので予めご承

知置きください。 

 なお、この文書及び文書に対する回答は、引き続き公開の対象になっており

ます。 

以上 


